
西興部村地域おこし協力隊（木育担当） 募集要項 
 
西興部村は、日本で唯一流氷の接岸するオホーツク海より 25キロメートル内陸に有り、

冬はマイナス 20度、夏は 30度を越える日もあるなど、自然環境の厳しい中で、酪農を主
産業とする人口 930人程の小さな村です。 
総面積の８９％を森林が占める豊かな自然は、四季折々の季節感と山菜や松茸など、山

の恵みをもたらし、森林は楽しい木のおもちゃやエレキギターなど、様々なウッドクラフ
トを生み出します。観光面では「夢」をキーワードに、森の中のホテル「森夢」、四季折々
の花が咲く 6ヘクタールのフラワーパークを有する道の駅「花夢」、沢山の木のおもちゃ
に実際に触れて遊べる木の屋内遊園地「木夢」、観光案内所「里住夢」があり、外壁はシ

ンボルカラーであるオレンジ色に統一し、小さくても輝く村づくりに取り組んでいます。 
 しかしながら、少子高齢化による過疎化の進行は人口の減少と村の将来を担う若者の流
出につながり、地域の活力の低下と様々な地域活動を停滞させる要因となっています。 
 このため、将来にわたり、地域の活力を持続・発展させていくための人材を積極的に受
け入れることにより、地域の元気づくり・地域活性化の新たな展開を期待し、次のとおり
「地域おこし協力隊」を募集します。 
 

◎目 的   

 第5期西興部村総合計画における分野別目標3「個に応じた特色ある教育を受けられるむ
ら」を推進するため、総務省「地域おこし協力隊」制度を活用した人材を配置し、本村の

豊かな森や自然環境を活かした木育事業の開設や森の美術館「木夢」を木育の拠点施設と
した事業の普及や推進を目的とします。 

 
１．募集人数   １名 
 
２．応募条件 

次の条件をすべて満たす方とします。 
（１）年齢が２０歳以上、おおむね４０歳未満の方。 
（２）専門学校、短大、大学卒業・修了見込みの者。 
（３）申込時点で、３大都市圏または地方都市等（過疎法等に定める過疎地域以外）

に在住し、採用後に西興部村に住民登録を移し、居住できる方。 

（４）地域に馴染み、地域住民と協力して地域活性化に取り組む意欲がある方。 
（５）地方公務員法第１６条に規定する欠格事項に該当しない方。 
（６）心身ともに健康である方。 
（７）普通自動車免許を有している方。  
（８）パソコン（ワード・エクセル・パワーポイント等）の操作ができる方。 
（９）ものづくりに興味があり、木育マイスター及び自然環境（森林資源、環境生

物等）に詳しい方（大学又は大学院等で自然環境について学ばれた方）、学
芸員又は社会教育主事有資格者を歓迎します。 

 
 
 

 
３．活動地域   西興部村全域 （勤務先：森の美術館「木夢」） 



 
４．活動概要   地域の活力維持・活性化のため、次のような活動をしていただきます。 

（１）「木育」に関する事業・普及活動 
① 西興部村「木育」の事業実施・普及 

                  ア「宮の森」の自然に関する講座の開設に関すること 

イ 森林資源を活用したものづくり 

ウ 村内外への PR及び情報発信 

 

②木夢での木育活動及び施設管理なども含む 

              

       ③  その他、社会教育活動 

（２）その他地域の活力維持、活性化のための活動 
 
５．勤務の様態  西興部村会計年度任用職員「地域おこし協力隊員」として任命します。 
 
６．活動期間   原則として１年間。ただし最長３年まで延長可能。 
        （令和８年４月１日～令和１１年３月３１日までの３年間） 

＊ 毎年更新の有無について、面談により次年度の任用を判断します。 
 

７．勤務体系  （１）勤 務 日  週５日間（原則） 
（２）勤務時間  １日８時間以内 

（３）休  日 休館日及びその前後の平日、年末年始 
（休日日に勤務が生じた場合は、代休となります。） 

 
８．応募方法  （１）受付期間 ：令和７年１２月８日～令和８年１月３０日 

（２）提出書類 ：①西興部村地域おこし協力隊応募用紙 
②住民票  

（３）送付先  〒098-1501 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地 
西興部村役場 企画総務課 企画係まで 

 
９．選  考 

（１）第１次選考：応募締切後、速やかに合否を応募者全員に通知します。 

          第１次選考合格者には、第２次選考案内を合わせて通知します。 
（２）第２次選考：第１次選考合格者を対象に面接試験を実施します。（なお、応募

者が面接のために必要とする交通費等は個人負担となります） 
 

10．待 遇 
（１）報 酬 月額２２０，０００円 

（社会保険料、雇用保険料等の本人負担分が差し引かれます。） 
（２）住宅費補助（最大月２７，０００円） 
   (住居は村が準備しますが、家賃は自己負担です。) 
（３）燃料費補助（月１０，０００円 ※１１～３月） 
（４）赴任手当（最大道外者１５０，０００円、道内者１００，０００円） 

  （その他、生活備品・用品、光熱水費等は個人負担です。） 
 



 
11．その他 

募集に関する問い合わせは、電話又は、別紙質問書（任意様式でも可）により、郵
送、ファックス、または電子メールで受け付けます。 
電話による問い合わせ以外は、質問者に電子メールまたはファックスで回答します

ので、質問書にメールアドレス及びファックス番号をご記載願います。メールにつき
ましては、件名に「西興部村地域おこし協力隊応募に関する質問事項」と入れて内容
記入の上、送信ください。 

 
★問い合わせ先  〒098-1501  北海道紋別郡西興部村字西興部100番地 

西興部村役場 企画総務課 企画係  
                                  ＴＥＬ ０１５８－８７－２１１１ 

ＦＡＸ ０１５８－８７－２７７７ 
Ｅmail ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp 


